
山本
衆議院議員　（２期 ５年）　

ともひろ
39歳

栄区 鎌倉市
逗子市 葉山町

第17号

山本ともひろ
　昭和50年(1975年)生まれ　39歳　鎌倉在住
〇関西大学 商学部　商学科　卒業
○京都大学 大学院 法学研究科（行政学）　修士課程　修了
〇(財)松下政経塾 卒塾 (21期)
〇米国ジョージタウン大学 客員研究員、その後、会社員を経て
〇平成17年(2005年)衆院選 京都2区(近畿) 初当選
〇平成24年(2012年)衆院選 神奈川4区(南関東) 2期目の当選
〇平成24年(2012年)衆議院 文部科学委員会 理事など
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facebook.com/ty.polepole

若さ・実績・情熱

～移民政策には反対。しかし、
　　　　　創意工夫による国力の
　　　　　　　　維持・発展は必要～

政治家って普段何してるの
　誰もが疑問に思うこと！その疑問に山本ともひろが、
twitterとFacebookを使いお答えします。そこには、普
段考えもしなかった政治家の活動や苦悩があります。
アクセス、フォローお待ちしております。

@ty_polepole

衆議院議員

【7・8月号】
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　外国人技能実習制度をご存知だろうか。本制度は、平成
５年に導入され、平成２２年に現在の制度となり、製造業
のみならず農業・水産業等、多くの産業分野で活用されて
おり、現在約１５万人、累計で約８０万人がわが国で技能
を学んでいる。この度、本制度を改正してはどうか、との
意見が多数寄せられ、党として取り組むことになった。
　山本が、本制度の改正に携わることになったのは、党日
本経済再生本部の労働力強化・生産性向上グループ（以下、
労働Ｇ）の副主査に就任したことによる。同本部には５つ
のグループが設けられ、他に「地域力増強」「起業大国推
進」「金融資本市場・企業統治改革」「女性力拡大」があ
る。通常、各グループの主査は２～３期の若手が就任する
のであるが、労働Ｇだけは、問題の重要性により同本部長
代行の塩崎恭久代議士（６期）が就くという異例のグルー
プとなり、山本（２期）が副主査に就任することとなった。
　本制度は、わが国から開発途上国への技術移転による人
づくりの目的で、民間主体により始められたものであり、
わが国で技能を学ぶ３年間の大半は、受入先の企業等で雇
用契約の下、賃金を得ながら実習することが認められてい
る。同時にこの仕組みは、わが国にとっても、開発途上国
の人材育成が将来のわが国企業の海外進出や現地との関係
強化に向けた先行投資になるものである。
　しかし、現在最大３年間とされている技能実習期間では、
産業の国際的な高度化が進む中、十分な技能の習得と応用、
多能・多角化に至らないまま、帰国せざるを得ないケース
も多々あると指摘されていた。労働Ｇでは、２４回にわた
る関係者からのヒアリングを実施した。その中でより高度
な技能、多能工としての技能修得のため、期間延長の要望
が多数を占めた。更に１９回におよぶ議員間協議など合計
約４１時間を掛け中間提言をまとめ政府に提言を行った。

外国人技能
　　実習制度の改正！　　

→

→

プロフィール

　先ず、我
々の問題意
識は、少子
高齢化、人
口減少社会
の進行で、
日本の生産
年齢人口は
今後減少の
一途を辿ることが見込まれ、この社会構造上の制約に加え、
エネルギー・環境問題をはじめ、わが国と世界が直面する諸
課題を克服し、持続可能な成長を実現し、真に日本経済を再
生するためには、強靭な企業経営の基盤や産業構造を再構築
することが必要であるということ。加えて、政府が目指す経
済成長率３％の目標を達成するために労働力を強化するには、
若者、女性や高齢者の活躍促進により全員参加型の経済社会
を実現することが肝要である事は論をまたないが、一方、持
続可能な成長を確保するために高い技能と知識を有した外国
人材をこれまで以上に積極的に活用することも重要と考えた。
　そこで、３年の実習期間を終えた技能実習生については、
一定の要件を満たした成績優秀者の中で、優良な企業・監理
団体の下で、本人も企業も希望する場合に限って２年間程度
の期間延長を認める。また帰国後一定期間経過した者でも本
人と実習機関双方の合意を前提に、同様の成績優秀者、優良
な企業・監理団体に限り、２年間程度の再入国後の技能実習
継続を認める等の方策を考えるべきではないか、と提言した。
　とは言え、ただ期間の延長や受け入れ人数の拡大は行って
はいけない。従って、①監理団体の改革、②技能実習制度の
運営・指導機関の位置づけの中核機関の明確化と機能・体制
強化、③国内失踪に対する摘発強化及び 《ウラ面へつづく》
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5月 駅名 枚数
  7日(水)逗子駅 304
  8日(木)新逗子駅 324
20日(木)鎌倉駅（東口） 451
19日(月)鎌倉駅（西口） 508
30日(金)大船駅（西口） 544
28日(火)大船駅（         ） 501
26日(木)大船駅（東口） 412
29日(月)大船駅（笠間口) 494
22日(火)本郷台駅 228
23日(月)港南台駅 259

5月配布合計 4,025

平成26年（2014年）　7月1日発行　第17号　編集・発行　山本ともひろ後援会  ぽれぽれ通信製作委員会　鎌倉市大船1‐6‐6、3F  TEL　0467-39-6933　FAX　0467-39-6943 

ぽれぽれ通信の由来
　ぽれぽれとは、ケニアの公用語のスワヒリ語で「ゆ
っくり、ゆっくり」という意味。一度に全てを変える
ことは無理だけど、それでも諦めずにゆっくりでも、
少しずつでも政治を変えていきたい。それを誰かが、
やらなければ、この国は良くならない。その活動を本
紙でご報告します。

　

※本紙は、隔月（1、3、5、7、9、11月）発行の機関紙です。バックナンバーについては上記事務所までご連絡下さい。またHPにも掲載しておりますのでご覧下さい。

　山本ともひろ後援会機関紙「ぽれぽれ通信」を
４区内の右記の駅で朝の６:３０～８:３０までの
２時間駅頭活動をさせて頂き本紙を配布させて頂
いております。雨の日は、鞄と傘をお持ちの皆様
が多いので、駅頭活動は行っておりません。

あなたの駅は何枚でしょう？ ぽれぽれ通信 vol.16

ﾓﾉﾚｰﾙ口

　５月と６月の配布状況は右の通りです。皆様の
ご利用の駅はどのような状況でしょうか？

　私は、ケニア・タンザニア米国大使館同時爆破テロ
の現場（ケニア）に居合わせ、政治を志すきっかけと
なりました。だから、その国の言葉を使うことにしま
した。twitterやFacebookのアカウントのpolepoleも
その思いからです。本紙をどうか末永くご愛読の程よ
ろしくお願い申し上げます。

→

→

会議をするなら自由民主４区会館。
　
　JR鎌倉駅(西口)前にある自由民主４区会館は、
山本ともひろの活動を支えるためだけに使うの
ではなく広く世に開放しています。２つの会議
室を擁し、事前に予約をして頂ければ、ご利用
頂けます。
　但し、公職選挙法により無料で開放することが
出来ません。従って右記の通り使用料を頂きます。
　地域や町内の活動のための会議などにご活用頂
ければ幸いです。定期的、或は商業目的にご使用
になる場合はご相談下さい。　

・本部事務所　      神奈川県鎌倉市大船1-6-6　 大久保ビル3F　        TEL:0467-39-6933　FAX:0467-39-6943

・国会事務所 　     東京都千代田区永田町2-1-2 第2議員会館 1110号室　TEL:03-3508-7193　FAX:03-3508-3623 

・自由民主４区会館　神奈川県鎌倉市御成町12-4　山田ビル3F　          TEL:0467-38-6411　

午前 午後 夜間
9-12時13-17時18-22時

第1会議室（15人） 1,000 1,000 1,000
第2会議室（15人） 1,000 1,000 1,000

使用料（円）
種類と定員

自由民主４区会館　定員と使用料○

住所:鎌倉市御成町12-4 JR鎌倉駅西口前
TEL: 0467-39-6933

《オモテ面からのつづき》

罰則の明確化、④帰国後のフォローアップを申し入れた。ま
た、実習生を生活者としても受け入れるべきであり、①日本
語及び日本文化の共有、②期間延長に見合った諸待遇の改善
も合わせて提言した。
　更に、新たな就労制度も提言した。なぜなら２０２０年東
京オリンピック･パラリンピック大会（以下、五輪）に向けた
一時的な建設需要対策として、外国人材活用の可能性を議論
していくことが必要ではないかとの関係者の声が多くあった
からだ。そこで、一時的な建設需要の増加に対応するため必
要となる建設技能労働者については、技能実習制度とは別の
在留資格（特定活動）により、日本国内における技能実習制
度において、建設業務に従事した経験のある一定の技能実習
修了者の活用促進を図る方向で検討すべきである、とした。
　国内で就労する外国人材が増加することに対しては、国内
労働者の待遇面や技能伝承への影響、治安への影響を懸念す
る声もあり、更には外国人材の人権面への配慮も必要であっ
た。五輪に向けた一時的な建設需要への対応のためとはいえ、
外国人材の活用拡大に伴って新たな副作用を生じさせて →

→
はならない。従って、先ずは建設業の長期ビジョンに基づ
き技能毎に人材ニーズを明らかにしながら、当面は経験者
の復帰促進、若者・女性の入職促進、工業高校に対する安
定的な求人や公的職業訓練等の充実等により、国内人材の
確保に最大限努めることを前提に、それでも不足する建設
技能労働者について外国人材を活用し、元請と下請が一体
となった法的な責任所在の明確化のための措置、都道府県
や市町村が連携した監理監督の仕組み等、技能実習を上回
るレベルの新たな監理方法、母国語によるコミュニケーシ
ョン手段の確保等の工夫を検討すべきである、とした。
　一部報道では、移民政策を選択したかのような報道もな
されていたが、本紙を読んでいただければ、それとは程遠
いものとご理解いただけたのではないだろうか。むしろ期
間延長が外国人実習生の精神的負担になりはしないか、と
議論をしていたほどである。既に、安倍総理も移民政策を
採らない、と明言されている。移民政策そのものに対して、
賛否はあるが、山本は明確に反対の立場である。今回のよ
うに創意工夫で国力を維持・発展させねばならない。

【第１会議室】

【第２会議室】

【自由民主４区会館】

 6月 枚数
 2日(月) 426
 3日(火) 381

   5日(木) 474
  10日(火) 514
 11日(水) 493
 13日(金) 414
17日(火) 470
 19日(木) 550
23日(月) 369
30日(月) 261
 6月合計 4352

前月比


